
�愛媛県告示第６３１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年５月２５日から６月７日まで

�������
�愛媛県告示第６３２号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予

地方局建設部及び新居浜市役所において告示の日から起算して３週

間公衆の縦覧に供する。

平成２２年５月２５日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

新居浜市

新居浜市一宮町一丁目５番１号

代表者 新居浜市長 佐々木 龍

新居浜市松原町１５番２３号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

新居浜市惣開町乙１番２３から同市惣開町乙３１番２１までの地

先公有水面

イ 区域

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線並びに９点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．７０メー

トル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（新居浜市惣開町乙１番２６地内の民有護岸に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５７分５２秒、東経１３３度１５分０１秒の地

点

１点は、基点から真北１２１度５８分０７秒４３０．８１メートルの地

点

２点は、１点から真北３６度０５分１４秒９．３６メートルの地点

３点は、２点から真北２度４１分１３秒６５．００メートルの地点

４点は、３点から真北９２度４１分１３秒３．６２メートルの地点

５点は、４点から真北２度４１分１３秒１１６．５３メートルの地点

６点は、５点から真北３１６度５５分４７秒４７．５３メートルの地点

７点は、６点から真北２２６度５５分４７秒３．６２メートルの地点

８点は、７点から真北３１６度５５分４７秒４．００メートルの地点

９点は、８点から真北２度２４分４９秒１２．１３メートルの地点

ウ 面積

４２，８３７．０４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

新居浜市惣開町乙１番２６から同市惣開町乙３１番２２までの地

先公有水面及び同市惣開町乙１番２６から同市惣開町乙３１番２１

までの陸域

イ 区域

次のａ点からｏ点までを順次直線で結んだ線及びｏ点とａ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（新居浜市惣開町乙１番２６地内の民有護岸に設置され

た金属鋲）は、北緯３３度５７分５２秒、東経１３３度１５分０１秒の地

点

ａ点は、基点から真北１５６度２１分４５秒１７６．９７メートルの地

点

ｂ点は、ａ点から真北２６３度３４分４８秒１０２．８６メートルの地

点

ｃ点は、ｂ点から真北３５４度３３分４６秒１７１．８３メートルの地

点

ｄ点は、ｃ点から真北８３度３４分４８秒３８３．０７メートルの地点

ｅ点は、ｄ点から真北１３３度３７分１４秒３０．９６メートルの地点

ｆ点は、ｅ点から真北１０６度１７分３３秒３９．７０メートルの地点

ｇ点は、ｆ点から真北１１７度３０分０７秒６５．７３メートルの地点

ｈ点は、ｇ点から真北１１１度１０分２８秒８４．３６メートルの地点

ｉ点は、ｈ点から真北１７４度４５分３８秒４７．１２メートルの地点

ｊ点は、ｉ点から真北２０４度４６分１０秒９９．６６メートルの地点

ｋ点は、ｊ点から真北１１５度１３分１０秒６７．３５メートルの地点

ｌ点は、ｋ点から真北２５度４１分２０秒５．００メートルの地点

ｍ点は、ｌ点から真北１１５度１３分０８秒１０７．７９メートルの地

点

ｎ点は、ｍ点から真北２０４度１８分１４秒２１９．６７メートルの地

点

ｏ点は、ｎ点から真北３０５度５６分２３秒４６４．３１メートルの地
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点

ウ 面積

１６８，１５８．５２平方メートル

３ 埋立地の用途

化学工業用地

４ 出願年月日

平成２２年５月１２日
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�愛媛県告示第６３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、道前平野土地改良区の釜之口堰（電気施設、その他の附帯施

設を含む。以下「頭首工」という。）の管理規程を認可したので、

同条第４項の規定に基づき、当該管理規程の概要を次のとおり公告

する。

平成２２年５月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

頭首工地点における河川の水位（以下「頭首工の水位」とい

う。）は、標高５０．１８メートルを上限とし、標高４８．６６メートル

を下限とする。

� 取水に関する事項

ア 毎年５月１日から１０月３１日までの期間をかんがい期間とす

る。

イ 管理責任者（以下「管理者」という。）は、かんがい期間

中において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益

地に必要な水量を取水するものとする。

ウ 頭首工地点からのかんがい用水等の取水量は、最大毎秒２．１０９

立方メートルとする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� 頭首工の操作、点検及び整備に関する事項

ア 取水時のゲート操作

� 土砂吐の鋼製ローラーゲート（以下「土砂吐ゲート」と

いう。）は、取水位を確保するために全閉の状態とする。

� ゲートの開閉は、停電その他の事故等により、やむを得

ず手動操作するほかは、電気駆動とする。

� 取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて取

水樋門の鋼製スライドゲート（以下「取水ゲート」という。）

の開度を調整して行うものとする。

� 取水ゲートの開閉は、取水量の僅少なる場合又は特別の

理由がある場合を除き均等なる開度を保って行うものとす

る。

イ 平常時における土砂吐ゲートは、取水位を確保するため常

時全閉しておくものとするが、次の場合に限りこれを操作し

放流することができる。

� 取水ゲートが故障したとき。

� 土砂吐ゲートの点検修理のとき。

� 頭首工上流の土砂の堆積により取水不能のとき。

ウ 出水時のゲート操作

� 頭首工の水位が上昇し、頭首工に設置している水位計に

よる水位標高（以下「水位標高」という。）が５０．１８メー

トルを超える恐れがあるときは、取水ゲートを閉扉した後、

土砂吐ゲートを開扉する。

� 水位標高が５０．１８メートルより減じた後は、土砂吐ゲー

トを閉扉する。

� �及び�の各号の場合においては、頭首工の上流及び下
流の水位に急激な変動を生じないよう操作する。

エ ア、イ及びウの規定にかかわらず、事故、清掃、その他や

むを得ない事情が生じたときは、必要な限度に応じて取水ゲ

ート又は土砂吐ゲートを操作することができる。

オ 管理者は、堰体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、観測のために必要な設備、管理のために必要

な車輌並びにこれらの操作に必要な資材を常に良好な状態に

保つため点検及び整備を行い、特にゲート及び自家用電気工

作物については適時試運転を行わなければならない。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から東予東部地方に対して、大雨・洪水

警報が発せられたとき。

� その他洪水が発生されると予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒態勢をとるときは、施設管理主任（以

下「管理主任」という。）の指示を受け職員を呼集してそれ

ぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなけれ

ばならない。

� 松山地方気象台、西条市、土地改良区その他関係機関と

の連絡並びに気象、水象に関する観測並びに情報の収集を

密接に行う。

� ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検

整備、自家用電気工作物の試運転その他頭首工の操作に関

し必要な措置をとる。

� 管理者は、幹線水路への土砂流入防止のため、必要な措

置をとる。

� 常に河川流量及び水位に注意し、出水時のゲート操作に

万全を期するとともに、必要に応じて一般住民に周知し、

危害を生じさせないよう注意するものとする。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県西条市において震度階級

４以上の地震が発表されたときは、直ちに施設の異常の有無

を点検し、異常を認めたときはすみやかに必要な措置をとら

なければならない。

エ 管理主任は、異常渇水等によって必要な水量を取水するこ

とが困難な場合には、理事長に報告しその指示を受けて適切

な措置をとらなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

管理者は、頭首工管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項に

ついて記録しなければならない。

ア 気象（天気、降雨量）

イ 水象（水位）

ウ 取水量

エ ゲートの操作の時刻及び開度

オ 点検及び整備に関する事項

カ その他頭首工の管理に関する事項

愛 媛 県 報平成２２年５月２５日 第２１６９号
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�愛媛県告示第６３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公表第１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年５月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸 �������
�公表第１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年５月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 国領高木線

新居浜市坂井町二丁目甲３４９２番６から

同市坂井町二丁目甲３５７７番３まで
旧 ８．０～５４．２ ０．１３２

新居浜市坂井町二丁目甲３５８２番３から

同市坂井町二丁目甲３５７７番３まで
新 １５．０～５４．２ ０．０５１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜停車場線
新居浜市坂井町二丁目甲３５８３番３から

同市坂井町二丁目甲３５８２番２まで
平成２２年５月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 森松重信線
東温市見奈良字廣坪４９４番２地先から

同市見奈良字柚壽之木１２７６番１地先まで

旧 ８．４～１９．３ ０．７３４

新 ９．０～２８．５ ０．７３４

監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２１年９月１０日

（監査の結果）

代執行費用徴収金について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ６者 ５８，４１４，９９９

（措置の内容）

代執行費用については、責任があると認められる者に対して請求を

行い、資力のある者から回収に努めているところである。平成２１年度

においても、新たに１，０２１，８１６円を徴収した結果、収入未済額は、平

成２２年３月３１日現在で、５７，３９３，１８３円に減少している。

今後とも、引き続き、適切な債権管理と早期回収に努めて参りたい。

��������������
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同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

�������
�公表第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年５月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

�公表第２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年５月２５日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

建 設 部 平成２１年７月２４日

（監査の結果）

物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（５，２７９，８２２円）

が認められたほか、預け金からの物品納入等（１５９，９４５円分）があっ

た。

（措置の内容）

当該預け金については、平成２２年３月２３日までに納入済みである。

今後は、会計事務の適正な執行について職場研修を実施するととも

に、発注した担当職員より上位の職員が実施確認し、再発防止に努め

たい。

なお、不適正な経理により取得した備品簿外品については、備品管

理簿に記載のうえ、適正に管理することとした。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，００３，３９０ １０，３９０，００８ １１，３９３，３９８
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

１９年度 ９２０，５４０ １２，６９１，８８０ １３，６１２，４２０

差引増減 ８２，８５０ △２，３０１，８７２ △２，２１９，０２２

２ 職員（１名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づき

最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定する

ときは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断し

なければならないとされているところ、十分な検討がないまま届出

のあった通勤経路を認定したことにより、計２５，３００円（平成２０年４

月から２１年２月までの１１か月分）が過支給となっていた。

３ 児童福祉施設入所措置費負担金の未収金について、消滅時効が完成

した納付金を県会計規則に定める手続をとることなく他の同未収金

に充当し収納していた。

（措置の内容）

１ 収入未済金については、督促状、電話催告、戸別訪問を実施し、収

入未済額の縮減に努めている。なお今後発生する負担金については、

面接やケース訪問時を利用し、期限内納入の啓発に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２０年１２月３１
日現在

平成２１年度への
繰越額（平成２０
年度末現在）

平成２１年１２月３１
日現在

平成２０年度分 １，００３，３９０ １，５２０，８４０ １，４９３，７３０

滞納繰越分 １０，３９０，００８ １０，２９２，６５８ ８，６０５，９８８

計 � １１，３９３，３９８ １１，８１３，４９８ １０，０９９，７１８

平成２１年度分� ― ― １，１６３，８４０

合計（�＋�） １１，３９３，３９８ １１，８１３，４９８ １１，２６３，５５８

２ ３月に合理的な通勤経路に変更認定をし、過支給分については、戻

入手続を行った。

３ 今後は、納入者に還付手続を行うとともに、時効未完成分の未収金

を納入するよう指導する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成２１年５月１２日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

選定した特定の事件 外郭公益法人に係る諸問題の監査

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２１年３月２３日

監 査 対 象 機 関 保健福祉部 管理局 医療対策課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

（財）愛媛県篤志献体協会の残余財産処分先についての問題点

��������������
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（財）愛媛県篤志献体協会は平成１７年１０月に解散し、残余財産を類似団体

としての（財）愛信会へ寄附しているが、十分な審議を行わない事務処理の

結果、公益事業に使われるべき残余財産５６，７８８千円が収益事業を行う団体に

渡ってしまった。

解散及び残余財産の処分に関する書類を閲覧したが、（財）愛信会の事業

目的に関する寄附行為変更承認を除き、類似の事業を行う公益法人かどうか

を審議した明確な書類は見当たらなかった。（財）愛信会が実施している事

業内容をみると、献体事業を行っていると思えない。寄附行為変更は残余財

産を受け入れる手段と思われる。

なお、県の公益法人所管課は、愛信会は献体事業を引き継ぐために寄附行

為を変更したもので、篤志献体協会と類似の目的を有する団体となっている

ため、手続き上問題はない。また、篤志献体者団体への助成により献体事業

を行っていると主張する。

二つの財団法人の所在地が愛媛大学医学部病院内であり、役員が愛媛大学

関係者という関連はあるが、事業の類似性は乏しく、事実上公益事業を行っ

ていない団体へ残余財産の寄附をしたことについての県の許可処分は妥当と

言えない。

解散に際して類似団体がない場合は残余財産を国又は自治体へ寄附するこ

ととされている。寄附を受け入れた団体が残余財産を今後も所有し続けるこ

との是非について検討が望ましい。

（財）愛信会は、解散した（財）愛媛県篤志献体協会の事業目的を引き継い

で、献体篤志家団体で献体登録等を行う「愛媛大学白菊会」への助成や、献

体を受け教育研究を行う「愛媛大学」への助成等を実施しており、今後とも

同財団の残余財産を所有し、これらの事業を継続実施していくことが適切で

あると考える。なお、今回の指摘を踏まえ、県では（財）愛信会に対し、将

来に亘る事業の実施と寄付を受けた財産の使途の明確化を求めた。（財）愛

信会においては、平成２０年度決算から同寄付額を従来の一般正味財産から分

離して指定正味財産に改めるとともに、事業報告書に今後の継続実施につい

て明記した。２１年度収支予算・事業計画においても、事業実施を決定してお

り、今後も毎年度提出される決算書・予算書等により事業実施について確認

していく。

監 査 対 象 機 関 農林水産部 水産局 漁政課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

（財）愛媛県水産振興基金におけるアルゼンチン債の評価減

流動資産・有価証券２１３千円はアルゼンチン債の一部であり、全額評価減

すべきである。また、固定資産・基本財産のうちアルゼンチン債の簿価６８，０００

千円は償還可能性が極めて低い為備忘価額として１単位当たり１円とすべき

である。

その結果、含み損失は６６，８４９千円であり、平成１９年度の正味財産は同額過

大に計上されている。

なお、正常な債券でないため「満期保有目的の債券の内訳」の注記から除

外すべきである。

（財）愛媛県水産振興基金に対し公益法人会計基準に即した会計処理につ

いて指導を行い、減損処理を行うこととなった。

平成２２年５月２５日 発行
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